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第 3 章 取組状況と評価結果① 基準類の整備 

 

3.1 施策の内容 

 

将来にわたって持続可能なメンテナンスを実施できるよう、各分野において施設の

重要度や維持管理の効率性などを勘案の上、点検の頻度等の基準を設定していくこと

が重要である。 
国土交通省では、これまでにも基準類は随時整備してきていたが、点検・診断や個

別施設計画の策定に関する基準の定めがない施設もあったため、基準類の策定・改定

を進めてきたところである。 

 

3.2 施策の実績 
 

（１）点検・診断に関する基準類の整備 
 

点検・診断に関する各分野における基準類の整備状況は、以下のとおりである。各

分野で、メンテナンス元年である平成 25 年以降、これまでに得られた知見等を踏ま

えた基準類の策定・改定を行ったところである。 
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表１０ 点検・診断に関する基準類の策定状況  

 
※鉄道分野については、平成 25 年以降に鉄道構造物等維持管理標準の検証を行ったが、平成 19 年 

1 月に策定した鉄道構造物等維持管理標準を見直す必要が認められなかったため、改定は行ってい 

ない。 

  

道路 橋梁、トンネル等の「定期点検要領」 H26.6

堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 H28.3改定
中小河川の堤防等河川管理施設及び河道点検要領 H28.3改定

ダム定期検査の手引き H28.3
ダム総合点検実施要領 H25.10

砂防 砂防関係施設点検要領（案） H26.9

海岸 海岸保全施設維持管理マニュアル H26.3改定

下水道
下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン
-2015 年版-

H27.11

港湾の施設の点検診断ガイドライン H26.7
特定技術基準対象施設に関する報告の徴収及び立入検査等のガ
イドライン

H26.7

空港 空港内の施設の維持管理指針 H26.4改定

鉄道 鉄道構造物等維持管理標準 H19.1※

自動車道 一般自動車道の維持管理要領の改定 H29.3改定

航路標識 劣化診断マニュアル H26.3

公園施設の安全点検に係る指針（案） H27.4
都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版） H26.6改定

公営住宅 公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定） H28.8改定

電子基準点現地調査作業要領 H27.5改定
国土地理院験潮場保守及び測定要領 H27.12改定

観測施設

公園

策定・改定時期分野 内容

港湾

河川

ダム
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点検方法や健全度評価、点検サイクルなどは、以下のとおり、施設の特性に応じて

定められている。 
また、維持管理の基準を定めるにあたっては、法令で管理者の責務を明確化した分

野もある。道路法においては、道路の予防保全の観点も踏まえた点検を含む維持・修

繕の実施等が規定された。それを受け、市町村が管理する道路橋やトンネル等につい

て、国が定める統一的な基準により、5年に1回の頻度で、近接目視により点検を行う

ことが規定された。河川法においては、河川管理施設等の老朽化対策等適切な維持管

理の確保に資するため、維持・修繕の基準を創設した。それを受け、堤防や水門等に

ついて、国が定める統一的な基準により、1年に1回以上の頻度で点検を行うことが規

定された。港湾法においても、港湾施設の維持のため、一定の基準に沿って定期的に

点検を実施すべきことが新たに規定されたところであり、市町村の維持管理への責務

を果たすために行うべきことが具体化・明確化されてきている。 

 

表１１ 基準類の事例 

 

※マニュアル等は都道府県等へは技術的助言として通知している。 

※日常点検等については本表の対象外。 

 

 

 

 

 

 

施設分野
現行マニュアル

等※

現行マニュアル等
※

策定・改定時期
点検方法

健全性
評価

点検サイクル

道路
分野

橋梁、トンネル
等

橋梁、トンネル等の「定
期点検要領」

H26年6月 近接目視 ４段階
5年

［省令：H26年7月～施行］

河川
分野

堤防、可動堰、
水門、樋門等

堤防等河川管理施設
及び河道の点検要領

H28年3月 目視点検 ４段階
毎年

［政令：H25年12月～施行］中小河川の堤防等河
川管理施設及び河道

の点検要領

ダム

ダム定期検査の手引き 【定期検査】H28年 3月
計測記録確認、

目視点検等
４段階

概ね3年
［通知：H28年3月～施行］

ダム総合点検実施要
領

【総合点検】H25年10月
現地調査、

劣化・損傷調
査等

５段階

30年
※管理開始後30年以上経過した

施設は、H28年度までに一巡
［通知：H25年10月～施行］

下水
道

分野

処理場・ポンプ
場（機器ごと） 下水道事業のストック

マネジメント実施に関
するガイドライン

-2015 年版-

H27年11月

目視等 ５段階
適切な時期

［政令：H27年11月～施行］

管路（スパンご
と）

目視等 ３段階

5年以内（腐食のおそれの大きい箇

所）

※上記以外の箇所は、適切な時
期に点検［政令：H27年11月～施

行］

港湾
分野

港湾施設
港湾の施設の点検診

断ガイドライン
H26年7月

陸上、海上
から目視

及び計測等
４段階

5年以内（重要な施設は3年以
内）

［告示：H26年3月～施行］
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表１２ 維持管理等に係る法令の整備 

 
 

 

  

【道路法】
・５年に１回、近接目視を基本とする点検を規定
・健全度の判定区分を４つに区分
【道路整備特別措置法・高速道路機構法】
・計画的な更新を行う枠組みの構築
・更新需要に対応した新たな料金徴収年限の設定

【河川法】
・点検の規定の整備
・技術基準の規定

【海岸法】
・海岸管理者の海岸保全施設に関する維持・修繕の責務を明確化
・予防保全の観点から維持又は修繕に関する技術的基準を策定
・海岸協力団体の指定による地域の実情に応じた多岐にわたる海岸
　管理の充実

【下水道法】
・点検の規定の整備
・技術基準の規定

【港湾法】
・点検の規定の整備　等
・港湾管理者による民有施設への報告徴収、立入検査等

港湾

改定時期分野 内容

道路

河川

海岸

下水道

H25.6.5 公布
      9.2 一部施行

H25.6.12 公布
      12.11 一部施行

H26.6.4 公布
      6.30 一部施行

H26.6.11 公布
      12.10 全部施行

H25.6.5 公布
      8.1 一部施行

H27.5.20 公布
      11.19 全部施行
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（２）個別施設計画策定に関するマニュアル・ガイドライン等 

 個別施設計画の策定に関するマニュアル・ガイドライン等に関する策定状況は、以

下のとおりである。 
 

表１３ 個別施設計画策定に関するマニュアル・ガイドライン等の策定状況 

 
  

河川 河川構造物の長寿命化計画の策定について H24.6
ダム ダムの長寿命化計画の策定について H25.10

砂防 砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案） H26.6

海岸 海岸保全施設維持管理マニュアル H26.3改定

持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策
定マニュアル

H26.1

下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-
2015年版-

H27.11

港湾 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン H27.4

空港 空港内の施設の維持管理指針 H26.4改定

鉄道 鉄道構造物等維持管理標準 H19.1

自動車道 自動車道の長寿命化等に資する計画の策定の要領 H29.3

航路標識 航路標識等の長寿命化計画 H27.3

公園 公園施設長寿命化計画策定指針（案） H24.4

公営住宅 公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定） H28.8改定

官庁施設
官庁施設情報管理システム（BIMMS-N）を活用した個別施
設計画策定・運用マニュアル

H27.10

策定・改定時期

下水道

分野 内容
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3.3 施策の評価 

 

各分野で、基準類が策定・改定が行われたところである。これらの基準類が整備さ

れることで、具体的な点検方法や個別施設計画の策定方法が明確となり、個別施設計

画を核として、点検・診断を実施して各施設の状態を把握し、その結果に基づいた計

画的な対策が可能となってきている。 

今後は、これらの基準類を適切に運用するとともに、必要に応じて適時・適切に改

定を行うことが求められる。 
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第４章 取組状況と評価結果② インフラの点検の実施 

 

4.1 施策の内容 
 

インフラの維持管理・更新にあたっては、点検・診断を実施して施設の状態を把握

し、その結果に基づいて、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実

施することが重要である。そのため、第 3章で述べた基準類の整備や、第 7章で述べ

る地方公共団体に対する支援なども併せて行いつつ、点検の実施を推進している。 

 

4.2 施策の実績 
 

各施設における点検の実施状況は、以下のとおりである。 

各分野で基準等の整備が概ね完了し、その基準等を用いて順次、点検を実施してい

るところである。点検のサイクルは、数年に一度、毎年、事業者によって頻度を設定

する施設等がある。 
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表１４ 点検の進捗状況（H28 年 3 月末時点）（1/3） 

 

 

  

※５ 一部事務組合、港務局を含む
※６ 民間企業等の所有する施設については、現在調査中であり、今後のフォローアップにて記載予定
※７ 被災３県（岩手県、宮城県、福島県）・熊本県及び県内市町村を除く公営住宅を管理する地方公共団体が対象
※８ H27年3月末時点

点検完了 点検未了

28%

0% 50% 100%

29%

0% 50% 100%

対象施設の
考え方

総数：725,907
対象：723,495
完了：204,533

道
路※

1

橋梁（橋長2m以上）
（単位：施設数）

トンネル
（単位：施設数）

総数：11,024
対象：10,878
完了：3,241

〔点検対象数に占める完了数〕

37%

0% 50% 100%大型の構造物
（横断歩道橋、
門型標識、シェッド等）
（単位：施設数）

総数：40,583
対象：39,875
完了：15,043

定期点検の
実施頻度

集計の
初年度に
計画した
施設数

5年に1度

総延長：5,478Km
対象：5,478Km
完了：1,937Km

堤防・護岸・胸壁
等※3

（単位：施設延長数）海
岸※

2 水門及び樋門・陸閘・

排水機場※4

（単位：施設数）

総数：16,901
対象：16,901
完了：16,901

全施設

法律では
頻度を定
めていな
いが、5年
に1度とい
う目安で実

施

35%

0% 50% 100%

集計の
初年度

H26～

H26～

100%

0% 50% 100%

港
湾※

5
（一
部
調
査
中
）※

6

5年に1度

係留施設
（単位：施設数）

外郭施設
（単位：施設数）

臨港交通施設
（単位：施設数）

廃棄物埋立護岸
（単位：施設数）

総数：13,846
対象：13,647
完了：4,652

34%

0% 50% 100%

総数：21,234
対象：20,313
完了：5,584

27%

0% 50% 100%

総数：8,679
対象：8,464
完了：1,061

13%

0% 50% 100%

総数：241
対象：232
完了：34

15%

0% 50% 100%

その他（水域施設、
荷さばき施設、旅客乗降用
固定施設、保管施設、船舶
役務用施設、海浜、緑地、
広場、移動式旅客乗降用

施設）（単位：施設数）

総数：16,247
対象：15,234
完了：2,237

15%

0% 50% 100%

住
宅

公営住宅※7

（単位：事業主体数）

93%

0% 50% 100%

ＵＲ賃貸住宅
（単位：棟数）

総数：16,144
対象：7,027
完了：7,027

3年に1度

官
庁
施
設※

8

3年に1度

庁舎等
（単位：施設数）

宿舎
（単位：施設数）

総数：8,375
対象：5,443
完了：4,599 84%

0% 50% 100%

総数：4,327
対象：3,203
完了：2,608

81%

0% 50% 100%

建築基準法
に基づく点検
(敷地・構造
に限る)の対
象施設

建築基準法等
に基づく点検
（敷地・構造に
限る）の対象施

設

総数：1,507
対象：605
完了：565

H26～

H25～

H24～

技術基準
対象施設

100%

0% 50% 100%

※１ 総数は平成27年12月時点の施設数

※２ 国土交通省所管海岸のみ対象
一部事務組合、港務局を含む

※３ 突堤、離岸堤、砂浜については調査中であるため、今回の数値には含まれていない

※４ 統廃合等により、今後数値が変わる可能性がある。
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表１５ 点検の進捗状況（H28 年 3 月末時点）（2/3） 

 

 

 

 

 

 

点検完了 点検未了

〔点検対象数に占める完了数〕
定期点検の
実施頻度

対象施設の
考え方

100%

0% 50% 100%

河
川

河川管理施設（堰、床止め、
閘門、水門、揚排水機場、
樋門・樋管、陸閘、管理橋、

浄化施設、その他）（単位：施設数）

総数：555
対象：555
完了：555

全施設

総数：30,379
対象：30,379
完了：30,379

ダム（単位：施設数）
100%

0% 50% 100%

毎年

47%

0% 50% 100%

総数：47
対象：47
完了：21

地すべり防止施設
（単位：事業主体数）

急傾斜地崩壊防止施設
（単位：事業主体数）

45%

0% 50% 100%

65%

0% 50% 100%
総数：82
対象：82
完了：53

総数：58
対象：58
完了：27

砂
防

砂防設備
（砂防堰堤・床固工等）
（単位：事業主体数）

全施設毎年

集計の
初年度

H27
（集計年度）

H27
（集計年度）

自
動
車
道

毎年 全施設

橋
（単位：施設数）

総数：92
対象：92
完了：92

100%

0% 50% 100%

トンネル
（単位：施設数）

総数：9
対象：9
完了：9

100%

0% 50% 100%

大型の構造物
（門型標識等）
（単位：施設数）

総数：32
対象：32
完了：32

100%

0% 50% 100%

H27
（集計年度）

全施設

公
園※

9

都市公園
（カントリーパーク含む）
（単位：公園数）

総数：87,138
対象：87,138
完了：87,138 100%

0% 50% 100%
毎年

H27
（集計年度）

※９ 遊具を設置している都市公園及びカントリーパークが対象
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表１６ 点検の進捗状況（H28 年 3 月末時点）（3/3）

 

 

 

 

〔点検対象数に占める完了数〕

空港土木施設
（滑走路、誘導路、エプロン）
（単位：空港（空港及び共用空港）数）

総数：115
対象：115
完了：114

99%

0% 50% 100%

空港土木施設
（幹線排水、共同溝、
地下道、橋梁、護岸）
（単位：空港（空港及び共用空港）数）

総数：74
対象：74
完了：68

空港機能施設
（航空旅客の取扱施設）
（単位：空港（空港及び共用空港）数）

総数：92
対象：92
完了：84

空
港

定期点検の
実施頻度

対象施設の
考え方

鉄
道

事業者毎
に点検の
頻度が異

なる

鉄道（線路（橋梁、
トンネル等構造物）
（単位：事業者数）

総数：187
対象：187
完了：187

軌道（線路建造物）
（単位：事業者数）

総数：34
対象：34
完了：34

索道（単位：事業者数）
総数：485
対象：485
完了：485

100%

0% 50% 100%

各空港毎
に人命及
び航空機
の運航へ

の影響度、
施設の供

用年数、利
用状況、現
場条件等を
総合的に

勘案して適
切に設定

全施設

下
水
道

管路施設
（単位：施設延長数）

総延長：460,000Km
対象：8,700Km
完了：8,700Km

100%

0% 50% 100%

処理施設
（単位：施設数）

総数：2,210
対象：2,210
完了：2,210

100%

0% 50% 100%

ポンプ施設
（単位：施設数）

総数：3,185
対象：3,185
完了：3,185

100%

0% 50% 100%

・管路施設
は平成24

年度におい
て布設後
50年以上
経過した管
きょを対象

・処理施
設、ポンプ
施設は全
施設対象

各事業主
体にて設定

し、実施

集計の
初年度

H27～

H25～

H25～

航
路
標
識

航路標識（灯台、灯標、
立標、浮標、
無線方位信号所等）
（単位：施設数）

総数：5,299
対象：2,400
完了：472

20%

0% 50% 100%RC造

（耐震対策
分除く）

施設の種別
に応じて定
期的に実施

H25～

100%

0% 50% 100%

100%

0% 50% 100%橋梁、トン
ネル等構

造物、
索道施設

92%

0% 50% 100%

91%

0% 50% 100%

点検完了 点検未了
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4.3 施策の評価 

 

全ての分野で、第 3 章で述べた基準類に基づき、定期的に点検が実施されている。 

海岸（水門及び樋門・陸閘・排水機場）、UR 賃貸住宅、河川、自動車道、公園、下

水道、鉄道については、点検実施率が 100％となっている。 

道路、海岸、港湾については、5 年に一度の点検サイクルの途中であり、点検の実

施率は分野により異なるが、引き続き点検の実施を推進していく。 

 公営住宅、官庁施設については、技術職員の不足や地方公共団体の予算不足等のた

め、砂防については、個別施設計画未策定の事業主体においては、個別施設計画に位

置づけられた点検計画に基づく定期点検が未着手のため、点検サイクルの期間内に点

検実施率が100％となっていない。 

現時点では、定められた点検が一定程度進捗しており、これによって施設の劣化状

況の把握が進み、予防保全の考え方に基づく計画的な対策の実施が促進すると考えら

れる。今後も、点検の実施を推進していくが、各施設において定められた期限内に点

検を実施できていない施設及び点検サイクルの途中で点検が未実施の施設等の管理

者に対しては、点検が実施できるよう促し、必要に応じて支援していく必要がある。 
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第５章 取組状況と評価結果③ 

個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定 

 

5.1 施策の内容 

メンテナンスサイクルを構築し、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・

平準化を図る上では、点検・診断等の結果を踏まえ、個別施設毎の具体の対応方針を

定める計画として、個別施設計画を策定し、これに基づき計画的に維持管理・更新を

行うことが重要である。 

 国土交通省では、行動計画が策定される前から、道路橋、河川構造物、下水道施設、

港湾施設等について、個別施設計画の策定を進めてきたところであるが、行動計画の

策定にあたって、経年的な損傷以外の損傷によって健全性が左右される施設、主たる

構成部が精密機械・消耗部材である施設、規模の小さい施設を除く全ての施設につい

て、予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画を策定することとし、計

画策定を推進している。 

 

 
図５－１－１ 個別施設計画の事例（都市公園） 
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5.2 施策の実績 

 

各施設における個別施設計画の策定状況は、以下のとおりである。 

 

表１７ 個別施設計画の策定状況（平成 28 年 3月末時点） 

  

 

 
なお、経済財政諮問会議でとりまとめられた「経済・財政アクションプログラム」

（平成27年12月）において、各分野の代表的な施設の個別施設計画の策定率が社会資

本整備の取り組みの進捗を示すKPIとされている。 

 

※１ これまでも、国土交通省及び地方公共団体等において、橋梁の長寿命化修繕計画等を策定し、計画的な点検・ 修繕を実施しているところ
現在、橋梁（約７３万橋）・トンネル（約１万本）等［H27.12.31時点］の道路施設について、個別施設計画の策定に向け調整中
橋長１５ｍ以上の橋梁のうち約１７万橋［H26.4.1時点］については策定済み

※２ 国土交通省所管海岸のみ対象
一部事務組合、港務局を含む
なお、突堤、離岸堤、砂浜、水門及び樋門、陸門、排水機場については、予防保全の効果を確認中であるため、 今回の数値には含まれていない

※３ 下水道は、下水道法（H27.5改正）に基づく事業計画を個別施設計画としている
※４ 民間企業等の所有する施設については、現在調査中であり、今後のフォローアップにて記載予定
※５ 一部事務組合を含む、港務局を含む
※６ 管理戸数1,000戸以上
※７ 各省各庁の行動計画において個別施設計画の策定対象としている施設数

凡例： 「当面講ずべき措置」策定時に、計画の策定推進が位置付けられていた施設
行動計画において、新たに計画の策定の対象となった施設

分野 対象施設

長寿命化計画策定状況

①総数
②計画策定
対象施設数

③計画策定
完了施設数

④策定対象割合
(②／①)

⑤計画策定率
（③／②）

道路

橋梁（橋長2m以上） － － － － －※1

トンネル － － － － －※1

大型の構造物 － － － － －※1

河川・ダム
主要な河川構造物（単位：施設数） 13,997 13,997 12,273 100% 88%
ダム（単位：施設数） 555 554 263 99% 47%

砂防
砂防設備（砂防堰堤・床固工等）（単位：事業主体数）

地すべり防止施設（単位：事業主体数）

急傾斜地崩壊防止施設（単位：事業主体数）

93 93 59 100% 63%

海岸 堤防・護岸・胸壁等※2（単位：地区海岸数） 5,126 4,876 496 95% 10%
下水道※3 管路施設、処理施設、ポンプ施設（単位：事業者数） 1,471 1471 334 100% 23%

港湾
（一部調査中）

※4

係留施設※5（単位：施設数） 13,846 13,647 13,091 99% 96%
外郭施設※5（単位：施設数） 21,234 20,313 12,181 96% 60%
臨港交通施設※5（単位：施設数） 8,679 8,464 4,636 98% 55%
廃棄物埋立護岸※5（単位：施設数） 241 232 63 96% 27%
その他（水域施設、荷さばき施設、旅客乗降用固定施設、保管施設、船舶
役務用施設、海浜、緑地、広場、移動式旅客乗降用施設）※5（単位：施設数）

16,247 15,234 4,122 94% 27%

空港

空港土木施設（滑走路、誘導路、エプロン）（単位：空港（空港及び共用空港）数） 115 115 115 100% 100%
空港土木施設（幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸）
（単位：空港（空港及び共用空港）数）

74 74 22 100% 30%
空港機能施設（航空旅客の取扱施設）（単位：空港（空港及び共用空港）数） 92 92 54 100% 59%

鉄道
鉄道（線路（橋梁、トンネル等構造物））（単位：事業者数） 187 187 187 100% 100%
軌道（線路建造物）（単位：事業者数） 34 34 34 100% 100%

自動車道

橋（単位：施設数） 92 92 0 100% 0%
トンネル（単位：施設数） 9 9 0 100% 0%
大型の構造物（門型標識 等）（単位：施設数） 32 32 0 100% 0%

航路標識 航路標識（灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所 等）（単位：施設数） 5,299 5,299 5,299 100% 100%

公園
都市公園（国営公園）（単位：公園数） 17 17 16 100% 94%
都市公園（単位：地方公共団体数） 712 712 598 100% 84%

住宅

公営住宅（単位：事業主体数） 1,683 1,683 1,473 100% 88%
ＵＲ賃貸住宅（単位：棟数） 16,144 16,144 16,144 100% 100%
公社賃貸住宅（単位：事業主体数）※6 11 11 11 100% 100%

官庁施設
庁舎等（単位：施設数） 8,375 5,303※7 3,307 63% 62%
宿舎（単位：施設数） 4,327 3,351※7 2,088 77% 62%
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 （参考）予防保全と事後保全 

 
国土交通省では、国土交通省 インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、行動計

画の対象のうち、経年的な損傷以外の損傷によって健全性が左右される施設、規模の

小さい施設などを除く全ての施設について、予防保全型維持管理の考え方を前提とし

た個別施設計画の策定を推進している。 
 公園･住宅などの施設においては、個別施設計画策定に関するマニュアル・ガイド

ライン等において、予防保全型維持管理を導入した場合のコスト縮減額の考え方やそ

の算出例が記載されている。 
 

 
図５－２－１ 予防保全の取組状況と事後保全との比較のイメージ 
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 ①ＬＣＣ縮減効果【算出例】（公営住宅）※ 

 



56 

 

 
 ※ 出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定） 
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 ②ダムの長寿命化事例 

 
１．土砂バイパストンネル 
 ダム貯水池内の土砂の堆積を抑制するため、洪水の際に、大量の土砂を含む流水

をダム貯水池を経由せずに土砂バイパストンネルで下流河川に流す堆砂対策を行う

ことにより、ダムの長寿命化、コスト縮減を図ることが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．土砂バイパストンネル整備による効果（小渋ダムのケース） 
 当該ダムにおける堆砂の状況は、平成 27 年時点で計画堆砂量※に対する率が 89%と

なっている。このまま堆砂が進行すると、15 年後には堆砂率が 100%を超えるものと

予測されるが、土砂バイパストンネルを整備し、堆砂対策を行うことにより、堆砂率

が 100％となるタイミングを約 60 年遅らせることが可能となる。 

土砂バイパストンネルの整備には約 140 億円の費用がかかるが、同バイパストンネ

ルによって下流河川に流す土砂量を仮に掘削・浚渫によって処理する場合に必要とな

る年間約17億円の費用が不要となる（ダム完成後から平成26年の実績を基に試算）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画堆砂量：ダム貯水池へ一定期間に貯まる土砂量を想定した量で、100％を超えるとダムが持つ洪水調節容量等に影響が及 

び、ダムの洪水調節機能等に支障をきたすおそれがある 
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 （参考）地球温暖化に対応した海岸保全施設の対応 

 

海岸保全施設の更新等にあたっては、地球温暖化による海面上昇に加えて、将来

的に外力が増加することも考慮する必要がある。 

そのため、国土交通省と農林水産省では、有識者による検討委員会を設置して

「海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応策検討マニュアル（案）」（平成

23 年 6 月）を策定し、①海岸保全施設の急速な老朽化の進展と、②地球温暖化によ

る海面上昇や台風の強大化の進展を踏まえ、海岸保全施設の更新時期等に合わせた

嵩上げ等のハード対策や避難対策等のソフト対策等を検討することとしている。 

 

 

 

 図５－２－２ 海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化への適応策 
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5.3 施策の評価 

 

現在、各分野において、平成 32 年度までの計画策定に向けて取り組んでいるとこ

ろである。計画策定の進捗状況は施設によって異なるが、空港土木施設、鉄道、軌道、

航路標識、UR 賃貸住宅、公社賃貸住宅は、既に計画策定が完了している。 

行動計画策定前から計画策定を推進していた施設でも、計画策定の進捗状況は異な

る。これは、道路橋や下水道等のように、法律改正などを踏まえて計画策定の対象施

設の見直し等を行っためであり、道路（橋梁、トンネル、大型の構造物）は集計中と

なっている。 

自動車道については、計画の策定進捗が 0％であるが、平成 28 年度に計画策定のマ

ニュアルが策定されたため、今後、計画策定を推進していく。 

全体としては、計画の策定を着実に進めてきており、平成 32 年度までの計画策定

に向けて、取り組んでいるところである。 これによって、予防保全の考え方に基づく

計画的な対策の実施が促進するとともに、中長期的なトータルコストの見通しのより

確実な推計に繋がると考えられる。 
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第６章 取組状況と評価結果④ 新技術の開発・導入 

 

6.1 評価の内容 
 

現在、多くの施設の点検・診断は、目視点検や打音検査を基本として実施されてい

るが、近年、非破壊検査技術、ロボット、ICTの活用が徐々に進んでいる。 

既存施設の老朽化の進行、維持管理を担う熟練技術者の減少、管理者の財政制約と

いったインフラを取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえると、今後も、新技術の開発・

導入を進めていく必要がある。そのため、管理ニーズと技術シーズのマッチングや、

新技術の円滑な現場展開の推進を目指して、取り組みを実施している。 
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6.2 施策の実績 

（１）行動計画で定めた新技術の開発・導入の進捗状況 

各取り組みの進捗状況は以下のとおりである。 

 

表１８ 新技術の開発・導入の状況（H28 年 3 月末時点） 

 ※ 国土交通省の次世代インフラ用ロボットの現場検証等の取り組みと連携を図り研究開発を実施
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 （２）次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 

今後増大するインフラ点検を効果的・効率的に行い、また、人が近づくことが困難

な災害現場の調査や応急復旧を迅速かつ的確に実施する実用性の高いロボットの開

発・導入を推進している。 

取組状況は以下のとおりである。 

 

 
図６－２－１ 次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 
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 （３）ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）の取り組み 

ロボット、センサー等を用いた社会インフラのモニタリング技術について、橋梁、

法面・斜面、河川堤防、海洋・沿岸構造物、空港施設の 5 分野を対象として技術研究

開発の公募を行い、採択された技術については、平成 26 年度からＳＩＰ「インフラ

維持管理・更新マネジメント技術」分野の枠組みを活用し、研究開発・現場検証を行

っている。 

 

図６－２－２ SIP における「インフラ維持管理・更新マネジメント技術」開発の取組み概要 
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（参考）東京ゲートブリッジのモニタリング技術 

 

 2012 年 2 月に東京湾に開通した東京ゲートブリッジでは、維持管理の省力化、ラ

イフサイクルコストの低減、劣化メカニズムの分析を目的として「橋梁モニタリン

グシステム」を導入している。東京ゲートブリッジには、橋の左右の伸縮変位や中

心部のひずみ、免震装置の変位等を測定する多くのセンサーが取り付けられてお

り、センサーが計測したデータは、システムを通じて、ほぼリアルタイムに監視室

にあるパソコンに表示される。また、異常発生時は警報で通知される。 

 橋梁モニタリングシステムは、構造物の状態をリアルタイムに把握するだけでな

く、開通時からのデータの蓄積によって、劣化メカニズムの分析に役立てることが

できる。例えば、重量貨物による疲労劣化は橋梁にとって深刻な問題だが、東京ゲ

ートブリッジでは、床組に設置されたセンサーにより、車両重量等を測定・解析す

ることができる。これにより、劣化を早めに察知し、予防保全を行うことができる

ようになる。今後のデータの蓄積により、橋梁のライフサイクル全体を通した劣化

のメカニズムの解明にもつながっていくことが期待される。 

 

 
図６－２－３ 東京ゲートブリッジの橋梁モニタリングシステム 
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 （４）NETIS による現場への導入可能性のある点検・診断技術の導入と情報共有 

国土交通省では、民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等におい

て積極的に活用・評価し、技術開発を促進するため、新技術情報提供システム（以下、

NETIS）を平成 13 年度より運用している。NETIS は、開発者によって技術情報が登録

され、公共工事に活用された登録技術が、各地方整備局に設置されている評価会議に

よって評価される仕組みとなっている。 

このような仕組みの中、実用段階にありながら現場での導入が遅れている技術につ

いて、技術の更なる活用及び改善を促進するため、テーマ設定型（技術公募）という

活用方式を行っている。テーマ設定型（技術公募）は、老朽化対策に向けた点検・診

断、維持管理に係るテーマを設定し、技術を公募、現場で活用することで、事前審査

等の手続きを簡略化し、迅速に活用する方式である。公募の対象とする技術は NETIS

登録技術の他、民間等による技術を対象としている。現場検証後はテーマ毎に技術比

較表を作成し、現場での工法選定に活用することを目指している。公募情報や評価結

果については NETIS の維持管理支援サイトにて公表を行っている。 

今後は、さらに現場の要望を踏まえテーマ数を増やしていき、比較表により有用な

技術の現場への活用を促進していく。 

 

図６－２－４ NETIS の概要           図６－２－５ テーマ設定型（技術公募）の事例 
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6.3 評価の結果 

 

行動計画で定めた新技術の開発・導入の進捗状況については、多くの技術が現場実

証段階に来ており、空港、公営住宅、官庁施設については普及の段階に至っている技

術もある。 

「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進」については、「維持管理」及び

「災害対応」に役立つロボットの公募を行い、平成26年度は65技術について国土交通

省の直轄現場等の14箇所で現場検証を実施し、現場検証を踏まえた中間の評価結果が

次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会によってとりまとめられた。翌年度も

同様の取り組みを行い、70技術について国土交通省の直轄現場等の12箇所で現場検証

を実施した。平成27年度の現場検証では、維持管理及び災害の5分野全てで、平成26年

度に比べ大幅な技術向上が確認され、上記委員会によって、今後の試行や活用が推薦

され、また、今後の試行や活用のための課題も示された。 

センサー等を用いた社会インフラのモニタリング技術について、橋梁、法面・斜面、

河川堤防、海洋・沿岸構造物、空港施設の5分野で、平成26年9月より公募を開始し、

同年12月までに39件の現場検証を実施する技術を決定した。現在、現場検証を実施中

であり、現場検証で得られた成果を踏まえ、ロボット、センサー等の技術の有効性に

ついて委員会を設置し、学識経験者等から助言を頂きつつ適切に評価・分析し、技術

の現場導入を促進することにより、社会インフラの維持管理の効率化に向けた取組を

推進する。 

「NETIS による現場への導入可能性のある点検・診断技術の導入と情報共有」につ

いては、「テーマ設定型（技術公募）」の新技術の活用方式により 8テーマ、約 50 技

術に関する比較表を作成した。既に評価が終了した 7技術については、入札契約時

に発注者が技術を指定する「発注者指定型」を活用し、国が管理する道路・河川等

の維持管理における実装を進めていく予定である。 
こうした新技術の導入は、特に技術者や予算が不足している地方公共団体におい

てニーズがあると考えられるため、今後、地方公共団体への新技術の導入を推進す

ることが必要である。 
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第７章 取組状況と評価結果⑤ 地方公共団体に対する支援 

 

7.1 施策の内容 

インフラの大部分は地方公共団体が管理しており、インフラ老朽化対策において地

方公共団体の果たす役割は大きい。しかし、小規模な市町村を中心に、地方公共団体

では人員、技術、予算が不足しており、メンテナンスサイクルを回すことが困難な状

況も見られる。インフラの大部分を管理する地方公共団体が今後も地方公共団体が管

理者として責務を果たすことができるよう、まずは地方公共団体自らの体制の強化を

図るとともに、なお不足する部分について、人員・技術・財政面での支援を推進する。 

具体的な施策として、研修の充実強化、メンテナンス体制の強化、直轄診断等によ

る支援、防災・安全交付金による財政支援などを実施している。 

 

7.2 施策の実績 

（１）研修の充実・強化 

確実な維持管理が行えるよう、従来の取組みに加え、実務的な点検の適切な実施・

評価に資する研修体制を充実・強化している。技術者不足が指摘されている地方公共

団体等への技術的支援の一環として、平成26年度より、研修への地方公共団体等職員

の参加を呼びかけており、各分野で国の職員だけでなく、地方公共団体の職員の技術

力向上を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－２－１ 研修の充実強化 
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 （２）メンテナンス体制の強化 

①メンテナンス会議の開催 

国や都道府県等による体系的な技術的アドバイスの仕組みの構築の一つとして、関

係機関の連携により課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な老朽化対策の推進

を図ることを目的に、国、地方公共団体等の施設管理者が一堂に会するメンテナンス

会議を道路分野に加え、港湾及び空港分野で開催している。 

 

 
図７－２－２ メンテナンス会議の開催 
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 ②民間資格の登録制度の活用 

 国土交通省では業務内容に応じて必要となる知識・技術を登録要件として明確化

し、登録要件等に適合すると評価された既存の民間資格を「国土交通省登録資格」

として登録する制度を構築している。国土交通省登録資格の保有者の活用により、

点検・診断等の業務の質の確保を図るとともに、活用を通じ技術者の技術研鑽 

を促すことにより、社会資本の維持管理を担える技術者を育成することを目的とし

ている。

 

図７－２－３ 民間資格の登録制度の仕組み 

 
＜取組状況＞ 
  平成 27 年度までに 2 回の公募を行い、維持管理分野で 99 資格(※)を登録してお

り、国土交通省登録資格の保有者について活用を進めている。 

※維持管理分野以外に、計画・調査・設計分野 62 資格があり全 161 資格を登録済み 

  
図７－２－４ 民間資格の登録制度 
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 ＜参考：平成 27 年度発注業務における国土交通省登録資格の活用状況（直轄）＞ 

 平成 27 年度に国土交通省が発注した国土交通省登録資格の対象となる点検・診断

業務 220 件について、技術士や国土交通省登録資格、実務経験等を要件として求めて

いるが、国土交通省登録資格の保有者が業務件数の約 6割に配置されている。 

このように、国土交通省登録資格を有した技術者が関わることにより、点検・診断

業務などの一層の品質の向上が期待される。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－２－５ （参考)平成 27 年度の国土交通省登録資格対象業務における 

国土交通省登録資格保有者の配置状況（直轄）  

※受注企業を対象に入札参加時等の申請書類に記載された情報を元に集計。  

135件
(61.4%)

85件

(38.6%)

配置有り 配置無し N=220件
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 ③包括的民間委託の活用 

現状、我が国では維持管理における包括的民間委託の事例が少なく、業務のノウハ

ウ、地方公共団体間の情報共有が不足していることから、国土交通省では福島県・三

条市・宇部市等の維持管理における包括的民間委託の実施を目指す地方公共団体と協

力して、各種課題の共有や改善策の具体的な検討を行っている。 

 

 

図７－２－６ 包括的民間委託の具体的イメージ 
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図７－２－７ 民間企業の技術・ノウハウ活用のための包括的民間委託の普及 

 

 

 

 

 

三条市

【分野】道路、上下水道、農
道、公園、法定外公共物

【対象】日常業務、緊急対応
を含む広範な業務

【その他】
・長期的な外部委託
・高齢者による有償ボラン
ティア制度の構築

地域維持型社会
インフラ包括的民間委託

府中市 宇部市

【分野】 道路、公園緑地
【対象】 日常業務、緊急対
応を含む広範な業務

【その他】
・H26～28 道路等包括管理
事業（パイロット事業）
・インフラ管理ボランティア
制度の構築

道路施設等包括管理

【分野】上下水道、ガス

【対象】処理場等再構築事業、
管路更新事業、顧客サービ
ス業務

【その他】
・ガス事業者（民間）との連携
・利用料優遇制度等の検討

上下水道事業と民営ガス事
業の連携による包括的管理

【分野】道路、河川、砂防、
公園、除雪

【対象】日常業務等の広範な
業務

【その他】
・マネジメント業務の外部委託
・単価・総価契約の合冊契約

公共施設の
包括的維持管理

福島県

維持管理における包括委託の実施を目指す市町村等において具体的に検討

○民間企業の技術・ノウハウやスケールメリットを活かして効率的な維持管理を図るため、地域建
設企業の活用も図りながら複数の分野や施設の維持管理業務を複数年にわたり包括的に民間
に委託する手法について、地方公共団体と協力して具体的な検討を実施。

○検討結果をとりまとめて公表することにより、地方公共団体における包括的民間委託の普及を
促進。

①－１ 異分野間（横串）の包括委託の検討 ①－２ 点検～修繕の包括委託の検討
② 複数年契約の長期化 ③ 潜在的担い手（高齢者）の活躍の場の提供

実施した検討の方向性
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 （参考）奈良県の道路橋の維持管理の地域一括発注 

  
小規模な市町村においても将来にわたってインフラを管理できるよう、国、都道

府県、市町村等が広域的に連携する仕組みとして、地域一括発注を活用している。 

例えば、奈良県内には約 10,400 の橋梁があるが、国が管理する橋梁は約 5％、県

が管理する橋梁は約 23％に過ぎず、残る 7 割近くの橋梁は市町村が管理している。

しかし、平成の合併が進まなかった奈良県下の市町村においては、小規模な町村が

多数存在し財政力も弱いため、土木技術職員がいない自治体が約 3 割に及び、5 人

以下の市町村は県下 39 自治体の半数を越える状況にある。 

そこで奈良県では、市町村向けの技術講習会や現地点検研修会を開催するだけで

なく、県が市町村を支援する施策である「奈良モデル」における「垂直補完」の 1 

つとして「道路橋梁の維持管理」を位置付け、平成 22 年度から、市町村が管理する

橋梁の点検や橋梁長寿命化計画の策定業務を県が受託して実施することとした。 

具体的には、県への支援を希望する市町村について橋梁の点検を県の管轄土木事

務所が行い、各市町村の長寿命化修繕計画を県と同じ考え方に基づき県道路管理課

において策定している。これにより、市町村においても計画に基づく予防保全型の

適切な維持管理が可能となるほか、市町村が独自で計画を策定するよりも費用を低

減できるといったメリットも生じる。この垂直補完の推進によって、2012 年度末に

全市町村の橋梁点検が終了し、2013 年度には橋梁長寿命化計画の策定が終了した。 

  

 

また、平成 27 年度からは、新たな「奈良モデル」の取り組みとして、県が一括発

注する「垂直補完」と、近接する市町村が共同で発注する「水平補完」を組み合わ

せている。平成 27 年度は、垂直補完として 6 土木事務所と 18 市町村で 9 グルー

プ、水平補完として 5 市町で 3 グループによる発注がなされた。 

これらの「奈良モデル」の推進により、市町村において、メンテナンスサイクル

を実施し、継続する体制を構築する。 
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 （３）直轄診断等による支援 

地方公共団体への技術面での支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する

橋梁等に対する「直轄診断※」を平成 26 年度から実施し、各道路管理者からの要請を

踏まえ、平成 27 年度より「修繕代行事業」等を実施している。 

 

※ 地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なものに限り、国が地方整備局、国土技術政策総合研究所、国

立研究開発法人土木研究所の職員で構成する「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、技術的な助言を行う

もの。                                     

 

図７－２－８ 直轄診断等の実施 
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 （４）防災・安全交付金等による財政支援 

これまで述べてきたように、高度経済成長期以降に整備したインフラが今後一斉に

老朽化することから、インフラについて計画的な維持管理・更新を行い、費用の縮減・

平準化を図りつつ、インフラの機能を適切に維持していく必要がある。 

このため、地方公共団体が施設管理者としての責務を果たすことができるよう、前

述した人員面・技術面での支援に加え、財政面での支援を行っているところである。 

国土交通省では、地域における総合的な老朽化対策や事前防災・減災対策の取組を

集中的に支援するため、防災・安全交付金により、財政的支援を行っている。交付に

あたっては、地方公共団体による計画的・効率的な老朽化対策を促進するため、イン

フラ長寿命化計画の策定等を老朽化対策の支援要件としている。 

道路施設においては、維持修繕に関する省令・告示に基づく定期点検・診断、修繕・

更新などインフラ長寿命化計画を踏まえた老朽化対策について、重点的に支援してい

る。また、地方公共団体における大規模修繕・更新を複数年にわたり集中的に支援す

るため、新たな個別補助制度（大規模修繕・更新事業）及び当該制度に係る国庫債務

負担行為制度を創設した。 

これらの財政支援を含め、国土交通省では防災・減災、老朽化対策等に重点化して

いるところであり、厳しい財政状況の下、引き続き、必要な予算の確保に努めていく

こととしている。 

 図７－２－９ 防災・安全交付金によるインフラ長寿命化計画を踏まえた老朽化対策 
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    図７－２－１０ 防災・安全交付金の予算額（当初）の推移 
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７.3 評価の結果 

 

7.2で示したとおり、地方公共団体への支援施策として、人員、技術、財政からの取

り組みが行われている。 

いずれの取組みについても、着実に取り組んでいるところである。一方で、地方公

共団体においては、老朽化するインフラが増加する中、今後、さらなる土木技術者の

減少や人口減少による財政の縮減が予想される状況であるため、常に地方公共団体の

課題を把握しながら、これらの取り組みを継続・発展させていくことが重要である。 

 また、民間資格の活用や包括的な民間委託の拡大によって、地方公共団体の点検・

診断等を実施するための人員・技術力の確保だけでなく、建設産業の事業環境の安定

にも繋がることが期待される。 
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第８章 今後の方向性 

第3～7章で示した各施策に関する今後の方向性は、以下のとおりである。 

 

① 基準類の整備 

各分野において、これまでに得られた知見等を踏まえ、基準類の見直しを概ね完

了したところであり、具体的な点検方法や個別施設計画の策定方法が明確となるこ

とで、新たな基準類による点検や個別施設計画の策定が進められている。今後は、

これらの基準類を適切に運用するとともに、必要に応じて、適時・適切に改定を行

う。 

 

② 点検の実施 

基準類を活用して、全ての分野で定期的に点検を実施しているところであり、こ

れによって施設の劣化状況の把握が進んでいる。今後も、点検の実施を推進してい

くが、各施設において定められた期限内に点検を実施できていない施設及び点検サ

イクルの途中で点検が未実施の施設等の管理者に対しては、点検が実施できるよう

促し、必要に応じて支援していく必要がある。 

 

③ 個別施設計画の策定 

法改正などを踏まえて計画策定の対象施設の見直しを行ったこと等により、計画

策定の進捗状況は施設によって異なるが、現在、各分野において平成32年度までの

策定に向けて取り組んでおり、既に策定率が100％の施設もある。今後も引き続き計

画の策定を推進し、予防保全の考え方に基づく計画的な対策の実施を促進する。 

 

④ 新技術の開発・導入 

新技術については、多くの分野で現場での実証を行っており、平成27年度には、

平成26年度に比べて大幅な技術向上が確認された技術もある。一部の分野では、既

に現場での実証を完了し、普及の段階に至っている技術も出てきているところであ

る。今後は、技術職員や予算が不足している地方公共団体における新技術の導入が

課題であり、管理者のニーズと技術シーズのマッチングや、オープンイノベーショ

ンによる多様な産業の技術連携を推進する。 

 

⑤ 地方公共団体に対する支援 

研修の充実強化、メンテナンス体制の強化、直轄診断等の実施、防災・安全交付

金等による財政支援等の支援を実施しているところであるが、地方公共団体におい

ては、老朽化するインフラが増加する中、今後、さらなる技術職員の減少や財政の

縮減が予想される状況であるため、地方公共団体の課題を把握しながら、これらの

取り組みを継続・発展させていくことが重要である。そのため、PPP/PFI等による民

間の資金・ノウハウの活用や複数の管理者の連携強化等により、インフラメンテナ

ンスに係る体制の強化を図っていく。 
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 以上の施策に確実に取り組みつつ、技術面における地方公共団体への支援等につい

ては、「インフラメンテナンス国民会議」での取り組みも活用しながら、インフラ老

朽化対策を推進する。 

「インフラメンテナンス国民会議」は、インフラの維持管理・更新には社会全体で取

り組む必要があることから、産学官民が一体となって技術や知恵を総動員してメンテ

ナンスに取り組むプラットフォームとして、「インフラメンテナンス国民会議」が平

成28年11月28日に設立され、国土交通省が事務局を務めている。 
この国民会議には、建設分野に限らず、情報通信技術、ビッグデータ解析、材

料、加工技術などの様々な業種の企業や、地方公共団体、ＮＰＯ等が会員として参

画している。 

その主たる取組として、多数の産学官民が参画することから、施設管理者と様々

な企業がオープンイノベーションの手法を用いて、施設管理者のニーズや技術的な

課題を明らかにするため、会員の具体的な関心事項や課題ごとに会員同士で交流を

深めることができる公認フォーラムの活動を充実させていく。 

その他にも、メンテナンスに対する関心を高めてもらうための広報活動やメンテ

ナンスに関する様々な市民活動の紹介などを行う予定である。 

国土交通省は、この国民会議の取組を加速させ、革新的技術の発掘と社会実装

や、企業等の連携を促進し、メンテナンス産業の育成・活性化に取り組むととも

に、地方公共団体支援やインフラメンテナンスの理念の普及、インフラメンテナン

スへの市民参画を促し、社会全体でインフラメンテナンスに取り組む機運を高めて

いく。 

図７－２－１１ インフラメンテナンス国民会議の概要 
 
 

以上を踏まえ、PDCA サイクル構築の観点から、今後もインフラ老朽化対策の取組を

毎年フォローアップしながら、計画的な維持管理・更新を推進してまいりたい。 


